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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

５
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

３１

た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
平
成　

年
度
の
国

１７

保
会
計
が
、
年
度
末
で
歳
入
不

足
と
な
る
こ
と
か
ら
、
前
年
度

繰
上
げ
充
用
金
と
し
て
、
５
百

　

万
３
千
円
を
追
加
措
置
し
た

８０も
の
で
す
。
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障
害
者
自
立
支
援
法
が
本
年

４
月
施
行
し
、
平
成　

年　

月

１８

１０

か
ら
新
体
系
移
行
に
向
け
た
新

た
な
支
給
決
定
事
務
が
導
入
さ

れ
、
支
援
の
必
要
度
合
い
に
応

じ
て
サ
ー
ビ
ス
が
公
平
に
利
用

で
き
る
よ
う
審
査
会
を
置
く
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
本
条
例

を
制
定
し
た
も
の
で
す
。
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市
町
村
に
設
置
義
務
を
課
し

た「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

の
創
設
に
よ
っ
て
、
本
町
の
介

護
保
険
の
基
本
条
例
で
あ
り
ま

す
本
条
例
で
定
め
る
保
健
福
祉

事
業
の「
介
護
予
防
支
援
事
業
」

を
行
う
旨
を
新
た
に
規
定
す
る

た
め
の
条
例
の
一
部
改
正
で
す
。
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月
１
日
に
設
置
す
る
「
鹿

１０
部
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」
で
行
う
介
護
予
防
支
援

事
業
の
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン

業
務
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
特

別
会
計
の
中
で
「
サ
ー
ビ
ス
事

業
勘
定
」
を
新
た
に
創
設
し
、

「
保
険
事
業
勘
定
」
と
区
分
し

て
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
本
条
例
を
一
部
改

正
し
た
も
の
で
す
。
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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が

行
う
業
務
で
あ
る
、
高
齢
者
の

介
護
に
係
る
相
談
支
援
等
を
地

域
の
関
係
者
全
体
で
運
営
す
る

た
め
の
協
議
お
よ
び
評
価
す
る

機
関
と
し
て
「
運
営
協
議
会
」

を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
本
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
１
千

　

万
８
千
円
を
追
加
し
、
予
算

６５総
額
を　

億
３
千　

万
８
千
円

２６

９５

と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
児
童
手
当
支
給
対
象

が
、
小
学
３
年
生
か
ら
６
年
生

ま
で
の
小
学
校
終
了
前
ま
で
拡

大
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
経
費

と
し
て
７
百
２
万
円
を
追
加
し

た
も
の
が
主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
９
百

　

万
５
千
円
を
追
加
し
、
予
算

９０総
額
を
５
億
６
千
７
百　

万
８

９５

千
円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
前
年
度
会
計
に
係
る
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

等
か
ら
の
超
過
交
付
見
込
み
に

伴
う
精
算
償
還
金
８
百　

万
３

１４

千
円
の
追
加
が
主
で
す
。

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
	

��

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

来
る　

月
１
日
か
ら
設
置
ス

１０

タ
ー
ト
す
る
鹿
部
町
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
地
域
支

援
事
業
の
介
護
事
業
及
び
包
括

的
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
本
会

�
�
�
�
�

計
を
「
保
険
事
業
勘
定
」
と

「
サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
」
に
て

執
行
処
理
す
る
た
め
の
補
正
で
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
保
険
事

業
勘
定
が
２
千
３
万
８
千
円
の

追
加
と
、
今
回
創
設
さ
れ
た

サ
ー
ビ
ス
事
業
勘
定
に　

万
円

４０

を
追
加
し
、
保
険
事
業
勘
定
の

予
算
総
額
を
２
億
１
千
１
百
３

万
８
千
円
と
し
、
サ
ー
ビ
ス
事

業
勘
定
の
予
算
総
額
を　

万
円

４０

と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
が
行
う
支
援
サ
ー
ビ
ス

事
業
等
に
掛
か
る
経
費
が
主
な

も
の
で
す
。
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取
得
す
る
財
産
は
、
各
家
庭

に
設
置
す
る
防
災
無
線
個
別
受

信
機
で
、
取
得
数
量
は
、
１
、

�
�
�
�
�
�

７
４
０
台
、
取
得
価
格
は
消
費

税
を
含
み
８
千
９
百　

万
３
千

５２

円
で
、
契
約
の
相
手
方
は
、

（
株
）
東
芝
北
海
道
支
社
で
あ

り
ま
す
。

　

個
別
受
信
機
は
、　

％
の
補

７５

助
を
受
け
、
各
家
庭
及
び
各
施

設
等
に
設
置
さ
れ
ま
す
。
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渡
島
支
庁
管
内
公
平
委
員
会

の
委
員
の
選
任
及
び
予
算
執
行

等
の
管
理
事
務
を
平
成　

年
７

１８

月
１
日
よ
り
長
万
部
町
か
ら
北

斗
市
に
移
管
す
る
こ
と
か
ら
、

地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
７

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議

会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で
す
。
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本
組
合
に
お
い
て
、
平
成　
１８

年
４
月
１
日
か
ら
収
入
役
を
設

置
し
な
い
こ
と
よ
り
、
北
海
道

市
町
村
総
合
事
務
組
合
規
約
の

一
部
を
変
更
す
る
も
の
で
、
地

方
自
治
法
第
２
８
６
条
第
１
項

及
び
同
法
第
２
９
０
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
議
会
の
議
決
を
求

め
た
も
の
で
す
。
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次
の
方
を
推
薦
す
る
こ
と
に

意
義
が
な
い
旨
、
回
答
し
ま
し

た
。

　

氏
名
＝
鈴
木　

昌
志　

氏

　

住
所
＝
字
宮
浜
２
８
５
の　
１１

�
�
�
�
�
�
�

　

次
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�

【
提
出
先
】

　

衆
議
院
議
長

　

参
議
院
議
長

　

内
閣
総
理
大
臣

　

総
務
大
臣

　

財
務
大
臣

　

国
土
交
通
大
臣

　

平
成　

年
に
策
定
さ
れ
ま
し

１５

た
、
第
４
次
鹿
部
町
総
合
計
画

に
は
「
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設

置
促
進
、
維
持
管
理
」
の
充
実

と
の
記
載
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
だ
具
体
的
な
方
針
が
町
か
ら

示
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

「
鹿
部
町
の
第
一
の
産
業
で

あ
る
漁
業
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
で

あ
る
海
を
始
め
と
す
る
周
辺
の

環
境
保
護
の
た
め
に
も
、「
合

併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
促
進
」

を
図
る
事
は
重
要
な
政
策
だ
と

思
い
ま
す
。

　

更
に
町
が
積
極
的
に
取
組
ん

で
お
り
ま
す
、「
都
会
か
ら
の

移
住
促
進
」
を
後
押
し
す
る
条

件
の
一
つ
と
も
考
え
ま
す
。

　

町
の
こ
の
計
画
に
対
す
る
現

在
の
取
組
状
況
と
考
え
方
を
お

伺
い
し
ま
す
。
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そ
れ
で
は
、
吉
議
員
に
対
す

る
一
般
質
問
に
つ
い
て
お
答
え

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
質
問
の
内
容
は
、
第
４
次

鹿
部
町
総
合
計
画
の
合
併
処
理

浄
化
槽
の
設
置
促
進
に
対
す
る

現
在
の
取
組
状
況
と
考
え
方
と

の
ご
質
問
で
あ
り
ま
す
が
、
総

合
計
画
で
は
、
合
併
処
理
浄
化

槽
の
設
置
促
進
に
つ
い
て
は
、

「
安
心
づ
く
り
基
本
計
画
」
の

環
境
共
生
の
項
目
、
更
に
は
、

　

カ
年
計
画
の
前
段
で
あ
る
、

１０「
前
期
重
点
基
本
計
画
」の「
安

心
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

「
下
水
道
整
備
事
業
の
検
討
」

と
し
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　

総
合
計
画
の
記
述
内
容
は
、

「
生
活
の
糧
で
あ
る
海
洋
を
保

全
し
、
よ
り
快
適
な
生
活
環
境

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
に
は
下

水
道
整
備
は
不
可
欠
で
す
が
、

整
備
に
は
多
く
の
財
政
負
担
が

か
か
り
ま
す
。」
こ
の
た
め
、

「
町
民
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
に

よ
る
意
向
の
把
握
や
情
報
提
供
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に
努
め
な
が
ら
、
下
水
道
整
備

事
業
の
検
討
を
進
め
ま
す
。」と

書
か
れ
て
お
る
所
で
あ
り
ま
す
。

　

当
時
、
総
合
計
画
策
定
に
当

た
り
、
多
額
な
費
用
を
要
す
る

公
共
下
水
道
方
式
や
漁
港
背
面

地
域
な
ど
の
漁
業
集
落
排
水
処

理
下
水
道
方
式
、
更
に
は
個
人

が
設
置
し
、
町
が
援
助
す
る
な

ど
の
合
併
処
理
浄
化
槽
も
検
討

し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
計
画
書

に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
と
お
り
、

情
報
提
供
に
よ
る
町
民
ア
ン

ケ
ー
ト
の
実
施
を
前
期
重
点
計

画
に
取
り
入
れ
、
計
画
で
は
平

成　

年
度
頃
の
実
施
と
し
て
準

１６
備
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

総
合
計
画
の
ス
タ
ー
ト
は
平

成　

年
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す

１５
が
、
ご
承
知
の
と
お
り
平
成　
１５

年
６
月
か
ら
、
七
飯
町
と
の
合

併
協
議
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、

こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

事
務
事
業
の
調
整
項
目
に
な
っ

た
た
め
、
平
成　

年
度
に
お
い

１６

て
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
行

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ご
質
問
の
今
後
の
考
え
方
に

つ
き
ま
し
て
は
、
財
政
状
況
が

一
番
の
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
法
改
正
も
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
し
、
今
後
、
情
報
収
集

を
始
め
前
向
き
に
検
討
し
て
参

り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

何
れ
に
し
ま
し
て
も
、
下
水

道
整
備
は
ご
指
摘
の
と
お
り
、

漁
業
を
基
幹
産
業
と
し
て
い
る

鹿
部
町
に
と
っ
て
は
、
海
は
守

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
課

題
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　

ど
う
か
、
ご
理
解
を
願
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
町
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

と
お
り
下
水
道
整
備
と
言
う
の

が
一
番
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
け
ど
、
鹿
部
町
の
現
在
の
財

政
状
況
か
ら
す
れ
ば
無
理
だ
と

言
う
事
は
十
分
理
解
で
き
ま
す
。

　

何
れ
に
し
て
も
「
最
終
的
に

は
下
水
道
の
整
備
」
を
す
る
の

が
第
一
目
標
と
し
て
置
い
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

今
、
国
に
は
合
併
処
理
浄
化

槽
設
置
に
対
す
る「
補
助
制
度
」

が
あ
る
と
聞
い
て
ま
す
け
ど
も
、

そ
う
言
う
こ
と
も
今
後
、
検
討

さ
れ
る
と
言
う
こ
と
で
す
か
ら
、

そ
れ
も
検
討
課
題
の
一
つ
に
加

え
て
戴
い
て
、
一
刻
も
早
く
そ

の
検
討
の
成
果
を
こ
の
議
会
の

場
に
提
案
し
て
戴
け
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
す
が
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

　

こ
の
件
に
関
し
ま
し
て
は
私

も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た

と
お
り
「
漁
業
は
基
幹
産
業
」

で
あ
り
現
在
、
衛
生
管
理
型
漁

港
と
言
う
よ
う
な
も
の
に
も
取

組
ん
で
行
く
中
で
、
や
は
り
あ

る
部
分
は
必
要
だ
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
と

お
り
多
額
な
金
が
掛
か
る
訳
で

あ
り
ま
す
が
、
色
々
な
方
法
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
下
水
道
だ

け
じ
ゃ
な
く
て
合
併
処
理
浄
化

槽
な
ど
、
そ
う
言
う
色
々
な
方

法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
い
う

ち
に
、
そ
う
言
う
部
分
を
検
討

し
て
議
員
の
皆
様
方
に
示
し
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
宜

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
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第
２
回
臨
時
会
は
、
４
月　
２８

日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

３
月　

日
付
け
で
専
決
処
分
し

３１

た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
歳
入
で
特
別
地
方

交
付
税
が
３
月　

日
に
決
定
さ

１５

れ
、
ま
た
、
各
基
金
の
利
子
収

入
が
確
定
し
た
こ
と
で
す
。
更

に
は
、
漁
港
整
備
事
業
に
係
る

起
債
の
借
入
額
が
決
定
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
基
金
積
立
金
に

６
百　

万
８
千
円
を
追
加
措
置

６５

し
た
も
の
で
す
。

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
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４
月
５
日
付
で
専
決
処
分
し

た
も
の
で
す
。

�
��
�
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内
容
は
、
大
岩
地
区
の
小
規

模
治
山
事
業
箇
所
が
４
月
３
日

に
植
生
土
嚢
が
一
部
落
下
し
、

今
後
も
落
下
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
防
御
ネ
ッ
ト
を
も
っ

て
対
応
す
る
た
め
、
林
業
振
興

費
の
工
事
請
負
費
に　

万
円
を

３０

追
加
措
置
し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
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内
容
は
、
地
方
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
平
成　

年
１８

３
月　

日
可
決
し
、
同
日
付
で

３１

法
律
第
７
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
町
税

条
例
に
お
い
て
も
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
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内
容
は
、
本
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
、
公
益
通
報
者

保
護
法
で
は
、
公
益
通
報
者
の

解
雇
の
無
効
等
並
び
に
公
益
通

報
に
関
し
事
業
者
及
び
行
政
機

関
が
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て

定
め
て
い
ま
す
。

　

地
方
自
治
体
は
、
公
益
通
報

者
保
護
法
第
２
条
第
１
項
第
１

号
の
「
事
業
者
」
及
び
同
条
第

４
項
の
「
行
政
機
関
」
に
該
当

し
、
職
員
か
ら
の
内
部
通
報
受

付
の
体
制
整
備
及
び
所
管
事
業

者
に
関
す
る
通
報
受
付
の
体
制

整
備
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
の
体
制
整
備
は
、
条
例
で

規
定
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
本

条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。
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内
容
は
、
鹿
部
村
を
鹿
部
町

と
す
る
こ
と
に
伴
う
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
、
昭
和
天
皇

の
崩
御
に
伴
う
職
員
の
懲
戒
免

除
及
び
職
員
の
賠
償
責
任
に
基

づ
く
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条

例
、
昭
和
天
皇
の
大
喪
の
礼
の

行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

適
用
に
関
す
る
条
例
、
個
人
の

町
民
税
に
係
る
鹿
部
町
税
条
例

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
及

び
昭
和　

年
度
軽
自
動
車
税
の

５９

納
期
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

５
条
例
が
、
既
に
存
在
意
義
を

要
し
な
い
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
５

条
例
を
廃
止
す
る
た
め
廃
止
条

例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
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従
来
か
ら
岸
壁
、
物
揚
場
な

ど
漁
港
施
設
と
し
て
整
備
を
進

め
て
い
た
、
鹿
部
地
区
及
び
本

別
地
区
漁
港
区
域
内
の
公
有
水

面
埋
め
立
て
工
事
完
成
箇
所
に

つ
い
て
、
公
有
水
面
埋
立
法
第

　

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

２２北
海
道
知
事
か
ら
認
可
の
あ
っ

た
１
８
、
１
６
１
。　
�
を
新

４７

た
に
生
じ
た
土
地
と
し
て
確
認

す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
９

条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

議
会
の
議
決
を
求
め
た
も
の
で

す
。

�
�
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�
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公
有
水
面
の
埋
立
に
よ
り
、

字
鹿
部
は
、
３
、
０
１
０
。
７

９
㎡
、
字
本
別
は
、
１
５
、
１

５
０
。
６
８�
を
編
入
す
る
も

の
で
、
全
町
で
は
１
８
、
１
６

１
。
４
７�
が
増
加
し
た
こ
と

か
ら
議
会
の
議
決
を
求
め
た
も

の
で
す
。
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取
得
す
る
財
産
は
、
鹿
部

小
・
中
学
校
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ

ス
テ
ム
の
更
新
で
、
取
得
数
量

は
一
式
、
取
得
価
格
は
消
費
税

を
含
み
、
３
千
４
百　

万
５
千

５４

円
、
契
約
の
相
手
方
は
北
海
道

市
町
村
備
荒
資
金
組
合
で
譲
渡

事
業
を
活
用
す
る
も
の
で
す
。
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町
有
財
産
の
管
理
状
況
に
つ

い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
５
月　

日

１８

１０

�
�
�
�
�

　

担
当
課
か
ら
説
明
を
受
け
、

提
出
の
あ
っ
た
資
料
に
基
づ
き
、

質
疑
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

町
有
財
産
全
体
の
面
積
は
平

成
１
６
年
度
よ
り
１
６
、
９
４

３
。
１
７�
減
少
し
、
平
成　
１７

年
度
末
で
は
、
８
、
４
２
２
、

７
６
４
。
４
５�
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
法
定
外
譲
与
、

バ
イ
パ
ス
残
地
処
理
な
ど
に
よ

っ
て
、
道
路
が
１
、
５
９
１
。

１
１
㎡
、
寄
付
等
で
山
林
が
３
、

４
１
８
。
０
０�
増
と
な
っ
て

い
る
が
、
渡
島
リ
ハ
ビ
リ
へ
贈

与
し
た
宅
地
、
２
１
、
９
４
４
。

３
３�
が
減
と
な
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

普
通
財
産
で
あ
る
土
地
の
貸

付
は
、
全
体
で　

件
、
貸
付
面

９３

積
は
３
１
、
２
５
３
㎡
と
な
っ

て
お
り
、
貸
付
金
額
は
２
百　
５８

万
２
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

建
物
に
つ
い
て
は
町
営
住
宅

の
折
戸
川
団
地
の
一
部
、
町
長

公
宅
、
そ
の
他
施
設
等
の
取
壊

し
と
、
教
員
住
宅
４
棟
を
職
員

住
宅
へ
所
管
替
え
を
行
う
な
ど
、

管
理
台
帳
の
精
査
に
よ
っ
て
、

延
面
積
で
６
６
０
。
６
６�
が

減
と
な
っ
た
。

　

今
回
の
調
査
は
、
主
と
し
て
、
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建
物
及
び
土
地
等
不
動
産
に
係

る
財
産
に
つ
い
て
、
現
地
調
査

を
行
わ
ず
、
財
産
に
関
す
る
調

書
及
び
資
料
等
に
よ
っ
て
調
査

を
実
施
し
た
。

　

土
地
・
建
物
と
も
に
適
正
に

整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
町
有
財

産
の
管
理
に
つ
い
て
は
常
に
好

ま
し
い
状
態
で
維
持
保
存
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

管
理
の
徹
底
と
迅
速
な
事
務
処

理
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、

売
却
可
能
な
町
有
地
に
つ
い
て

は
精
査
中
で
あ
る
が
、
個
人
の

住
宅
用
地
と
し
て
賃
貸
契
約
を

締
結
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
町
有
財
産
と
し
て
長
期
に

わ
た
っ
て
管
理
す
べ
き
土
地
で

な
い
こ
と
か
ら
、
立
地
条
件
及

び
近
傍
の
坪
単
価
を
考
慮
し
譲

渡
検
討
を
望
む
。

�
�
�
�
�

　

渡
島
廃
棄
物
処
理
広
域
連
合

施
設
「
ク
リ
ー
ン
お
し
ま
」
の

視
察
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
５
月　

日

１８

１５

�
�
�
�
�

　

現
地
に
て
、
施
設
職
員
に
よ

る
説
明
を
受
け
、
そ
の
後
、
施

設
見
学
を
行
っ
た
。

�
�
�
�
�

　

こ
の
施
設
は
、
平
成　

年
９

１２

月
に
渡
島　

町
（
松
前
町
、
福

１３

島
町
、
知
内
町
、
木
古
内
町
、

旧
上
磯
町
、
旧
大
野
町
、
七
飯

町
、
旧
南
茅
部
町
、
鹿
部
町
、

旧
砂
原
町
、
旧
森
町
、
旧
八
雲

町
、
長
万
部
町
）
で
構
成
さ
れ

た
渡
島
廃
棄
物
処
理
広
域
連
合

に
よ
っ
て
、
建
設
さ
れ
た
可
燃

ご
み
焼
却
施
設
で
、
平
成　

年
１５

４
月
か
ら
本
格
稼
動
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
に
、
松
前
町
か
ら

長
万
部
町
ま
で
の
距
離
的
な
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、
ご
み
運

搬
中
継
基
地「
リ
レ
ー
ポ
ー
ト
」

が
管
内
３
箇
所
（
松
前
町
、
旧

砂
原
町
、
長
万
部
町
）
に
設
置

さ
れ
た
。

　

施
設
の
事
業
費
は
、「
ク

�
�
�
�
�
�
�
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リ
ー
ン
お
し
ま
」
が　

億
７
千

６１

９
百　

万
５
千
円
、「
リ
レ
ー

５６

ポ
ー
ト
」
が
３
箇
所
で
、　

億
３１

９
千
９
百　

万
３
千
円
で
総
事

６１

業
費
で
は　

億
７
千
９
百　

万

９３

１７

８
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

施
設
で
の
ご
み
焼
却
処
理
は
、

熱
分
解
ガ
ス
化
溶
融
炉
キ
ル
ン

方
式
と
言
う
最
新
鋭
の
技
術
が

導
入
さ
れ
て
お
り
、
従
来
の
中

小
規
模
の
焼
却
施
設
で
は
、
約

９
０
０
度
で
の
燃
焼
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
１
、
２
５
０
度
と

言
う
高
温
で
燃
焼
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
排
出

濃
度
は
、
０
。
０
１
７
ｇ
に
抑

え
ら
れ
、
国
の
基
準
の
０
。
１

７
ｇ
の　

分
の
１
と
な
っ
て
い

１０

る
。
ま
た
、
完
全
燃
焼
に
近
い

状
態
で
あ
る
た
め
、
焼
却
残
渣

も
微
量
で
あ
り
こ
の
焼
却
残
渣

は
、
ス
ラ
グ
と
飛
灰
に
分
け
ら

れ
、
ス
ラ
グ
は
、
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
路
盤
材
と
し
て
利
用
さ
れ
、

残
っ
た
飛
灰
は
、
焼
却
物
の
重

量
換
算
で
約　

分
の
１
、
容
積

５０

に
し
て
約
２
０
０
分
の
１
と
な

る
た
め
、
埋
立
処
分
場
へ
の
負

荷
が
大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
。

　

焼
却
に
よ
り
発
生
し
た
余
熱

は
、
蒸
気
発
電
を
行
い
施
設
内

で
使
用
す
る
電
力
の
約
３
分
の

２
が
賄
わ
れ
て
お
り
、
ロ
ー
ド

ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
給
湯
な
ど
に

も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

ご
み
に
含
ま
れ
た
汚
水
に
つ
い

て
も
、
外
部
に
は
一
切
放
流
し

て
お
ら
ず
環
境
負
荷
の
軽
減
が

図
ら
れ
た
ク
リ
ー
ン
な
施
設
と

な
っ
て
い
る
。

　

ご
み
処
理
の
広
域
化
に
よ
っ

て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
大
幅
に

抑
制
さ
れ
、
各
分
野
で
の
リ
サ

イ
ク
ル
化
に
よ
り
省
エ
ネ
及
び

環
境
へ
の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ

て
い
る
。

　

現
在
は
、
市
町
村
合
併
に
よ

り
旧
南
茅
部
町
が
脱
退
し
１
市

９
町
（
北
斗
市
、
松
前
町
、
福

島
町
、
知
内
町
、
木
古
内
町
、

七
飯
町
、
鹿
部
町
、
森
町
、
八

雲
町
、
長
万
部
町
）
で
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
平
成　

年
度
の

１７

年
間
実
績
で
４
１
、
６
３
８
ト

ン
の
可
燃
ご
み
が
排
出
さ
れ
、

当
初
の
処
理
計
画
を
上
回
り
、

焼
却
処
理
し
き
れ
な
い
４
、
９

９
１
ト
ン
が
函
館
市
で
委
託
処

理
さ
れ
て
い
る
。

　

当
町
の
年
間
排
出
量
は
、
当

初
計
画
さ
れ
た
処
理
量
を
下
回

る
１
、
２
０
７
ト
ン
と
な
っ
て

い
る
が
、
渡
島
廃
棄
物
処
理
広

域
連
合
の
経
費
負
担
に
つ
い
て

は
、
構
成
市
町
に
よ
る
均
等
割

及
び
実
績
ご
み
処
理
量
割
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
ご
み
の
減
量

化
が
町
の
負
担
軽
減
と
な
る
こ

と
か
ら
、
防
災
無
線
・
町
広
報

な
ど
に
よ
り
、
ご
み
の
分
別
・

リ
サ
イ
ク
ル
化
に
つ
い
て
周
知

徹
底
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
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（町防災無線でお知らせします。）
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傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所
と氏名を記入するだけです。


